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港区保健福祉支援部
障害者福祉課
障害者事業所支援係



本日の概要

○障害者虐待防止のための体制整備

〇身体拘束等の適正化のための体制整備

〇主な指摘事項

〇正しい請求内容について



障害者虐待防止のための体制整備

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和６年７月）厚生労働省

虐待（疑いを含む）を発見した人には、直ちに

区への通報義務が生じることを明記すること

直接通報義務が正しく記載されているか

障害者虐待の５類型が記載されているか

すべての類型を明記すること
①身体的虐待
②性的虐待
③心理的虐待
④放棄・放置
⑤経済的虐待

通報先が記載されているか

利用児童すべての支給決定自治体の通報先を明記すること

港区：０３－３５７８－２６７３

１ 障害者虐待防止マニュアル



障害者虐待防止のための体制整備

障害者虐待防止チェックリストの結果を踏まえているか
議事録及び全従業者に周知した記録等を残しているか

年１回以上委員会を開催しているか

年１回以上研修を実施しているか

研修記録及び全従業者に実施した記録等を残しているか
欠席者(非常勤職員等)に対するフォローを実施しているか
(レポート等の提出による)研修の理解度を確認しているか

３ 障害者虐待防止研修

研修内容が適正かどうか

障害者虐待防止マニュアルに即した内容が明記されているか
障害者虐待防止責任者や所内体制を含んでいるか
障害特性の理解、支援技術を含んでいるか
事例検討を含んでいるか

「障害者福祉施設等における障害者虐待の防止と対応の手引き」（令和６年７月）厚生労働省

研修内容が適正かどうか

４ 障害者虐待防止チェックリスト２ 障害者虐待防止委員会

Aが管理者用、Bが従業者用
※支援員だけではなく従事者全員

全職員が実施しているか



身体拘束等の適正化の
ための体制整備



身体拘束等の適正化のための体制整備

身体拘束等の適正化のための措置を講じているか

身体拘束の報告様式を整備しているか
身体拘束適正化委員会を年１回開催しているか。結果報告を全従業者に行っているか
身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか
身体拘束適正化研修を全従業者に実施しているか

やむを得ず身体的拘束を行うときの手続き

事前に身体的拘束が発生する可能性が把握できる場合は、個別支援計画に身体的拘束の態様、
緊急やむを得ない理由を記載し、保護者や本人に丁寧に説明し、保護者の同意を得ることが必要
身体的拘束を行った後は、記録をした上で、その支援内容の適切性を事業所内で検証し、あわせ
て解除に向けての支援方法を身体的拘束適正化委員会で検証すること

緊急やむを得ない場合の３つの要件

切迫性
本人または他利用児童等の生
命または身体が危険にさらさ
れる可能性が著しく高いこと

非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う
以外に代替する方法がないこと

一時性
身体拘束その他の行動制限が
一時的なものであること



主な指摘事項



主な指摘事項１

衛生管理

研修・訓練の各年２回の実施

所内体制を踏まえた指針の策定

３カ月に１度以上の委員会開催

全従業者への委員会の結果周知

業務継続計画

研修・訓練の各年１回の実施

所内体制を踏まえた計画の策定

避難訓練の年２回の実施等

所内体制を踏まえた計画の策定

保護者へ計画に係る取組の周知

安全計画

主な指摘内容と改善ポイント

〇全従業者に対する研修の実施が確認できませんでした→回覧や報告書等の記録が残っているか

〇研修だけではなく、全従業者に対する訓練を実施してください→研修・訓練それぞれの実施が必要

〇指針(計画やマニュアル等)に所内体制を追記してください→職員が何をすればいいかを具体的に記載
〇全従業者に対する委員会の結果周知が確認できませんでした→議事録等の回覧等の記録が残っているか

〇安全計画に係る取組を保護者に対して周知してください→周知した記録があるか(電子や通知等問わない)
(助言)管理者や児発管不在時でも緊急時に対応できるよう、避難訓練や研修・訓練方法を検討してください。



主な指摘事項２

１ 事故防止マニュアルについて

〇職員が迅速かつ適切な対応が可能な具体的内容
〇港区と利用児童の支給決定自治体に対する報告
〇職員が容易に閲覧できる場所に掲示

２ サービス提供記録における保護者からの確認

〇サービス提供記録は、都度記録・都度確認
〇保護者都合により、都度の確認が困難な場合におい
て、都度確認ができるように検討してください
(例)メールやLINE等による電磁的記録の使用

４ 運営規程等の記載事項

〇記載が必要な事項が記載されているか
〇第三者評価の受審状況について記載されているか
(直近の受審年月日、実施機関名、開示状況等)

３ 設備及び備品等について

〇コンセントカバーやマグネット等、児童が飲み込む
可能性があるサイズの物品は使用しないこと
(助言)検食の実施とその記録を確認できること

電磁的記録等を使用する場合は、
あらかじめ文書にて電磁的記録の
利用等に関する保護者から同意を

得ること

トイレットペーパーの内芯より
小さい物は使用不可(直径40ｍｍ)



４ 運営規程の主な記載事項



主な指摘事項２

５ 事業ごとの会計区分

〇法人単位ではなく、事業所ごと、サービス種別ごと
に会計を区分して計上すること

６ 個別支援計画につい
て

〇児童発達支援管理責任者が作成すること
※障害児相談支援事業所から計画を取り寄せ、個別支援
計画の内容に反映させること
※障害児相談支援事業所へ作成した計画を提供すること

８ 記録の作成及び保管体制

〇支援時間や内容、記録作成者等が分かる体制
〇加算に係る記録がない場合、返還になる可能性有

〇個別支援計画の見直しをしないを判断した記録
も必要

利用開始日以前に計画が作成され
ていないことも散見されますので

ご注意ください

計画作成は、管理者や児発管だけ
ではなく、直接支援をする従業者
等から広く意見を集約してくださ

い

〇理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、保育士また
は児童指導員(５年以上児童福祉事業従事した者に限
る。)、心理担当職員等のいずれかが作成すること

７ 専門的支援実施計画について



正しい請求内容について

〇個別支援計画等に位置付けた上で、計画的に実施すること

〇計画と異なる支援時間となった場合でも、最低30分以上の支援時間を要すること

〇支援の内容及び時間等が確認できる記録の作成及び保管すること

共通している注意点

１ 家族支援加算 子育てサポート加算 専門的支援実施加算 延長支援加算

加算の算定要件を満たさない請求をしている場合、給付費の返還を求めます。

要件を満たさない請求を故意に行う等、悪質性のある場合には行政処分の対象となることがあります。
法令等を随時ご確認し、適正な請求及び事業所運営を行ってください。

【参考】

〇障害児通所給付費等の重複請求に係る請求審査について(通知)
(港区障害者福祉課 令和６年12月17日)

〇障害福祉サービス等報酬(障害児支援)に関するQ&A 令和６年７月１日

２ 児童指導員等加配加算 専門的支援体制加算

〇利用者10名支援者４名＝児童指導員等加配加算及び専門的支援体制加算の併給可(基準人員２名＋２)

〇利用者13名支援者４名＝児童指導員等加配加算又は専門的支援体制加算の請求可(基準人員３名＋１)
※区に対する届出内容や雇用契約等との整合性により請求できないケース有

併給する際の注意点


